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S53～ 第１次国民健康づくり運動

健康診査の充実

市町村保健センター等の整備

保健師などのマンパワーの確保

S63～ 第２次国民健康づくり運動

～アクティブ８０ヘルスプラン～

運動習慣の普及に重点をおいた対策

（運動指針の策定、健康増進施設の推進等）

H12～ 第３次国民健康づくり運動

～健康日本２１～

一次予防の重視

健康づくり支援のための環境整備

具体的な目標設定とその評価

多様な実施主体間の連携

H15 健康増進法の施行
H17 メタボリックシンドローム診断基準

(日本内科学会等、８学会による合同基準)
H17 今後の生活習慣病対策の推進について

（中間とりまとめ）
H18 医療制度改革関連法の成立
H19 健康日本21中間評価報告書
H20 特定健診・特定保健指導 開始

我が国における健康づくり運動の流れ

H25～ 第４次国民健康づくり運動

～健康日本２１（第二次）～
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健康の増進に関する基本的な方向

健康日本２１（第二次）の概要

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（NCD（非感染性疾患）
の予防）

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に
関する生活習慣の改善及び社会環境の改善

厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推
進を図るための基本的な方針を定めるものとする。

健康増進法 第７条

国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針
(健康日本21(第二次)) 厚生労働省告示第四百三十号
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具体的な目標
○ ５つの基本的方向に対応して、５３項目にわたる具体的な目標を設定する。

その他

○ 都道府県及び市町村は、独自に重要な課題を選択して、目標を設定し、定期的に評価及び改定を実施。（ＰＤＣＡサイクルの実施）
○ 国は、生活習慣病の改善のほか、社会環境の改善に関する調査研究を企画し、推進。
○ 各保健事業者は、各種健診の実施主体間で、個人の健康情報の共有を図るなど、健康に関する対策を効率的かつ効果的に実施。
○ 国、地方公共団体は、企業、団体等が行う健康増進に向けた自発的な取り組みを支援。

基本的な方向 具体的な目標の例 （括弧内の数値は策定時）
直近の実績値

（H28） 目標

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小
○日常生活に制限のない期間の平均の延伸
（男性70.42年、女性73.62年）

男性 ７２．１４年
女性 ７４．７９年

平均寿命の増加分を
上回る健康寿命の増加

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防
の徹底
（がん、循環器疾患、糖尿病、COPDの

予防）

○75歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少
（84.3（10万人当たり））
○高血圧（収縮期平均血圧）の改善
（男性138mmHg、女性133mmHg）
○糖尿病合併症の減少（16,247人）

７６．１（１０万人
当たり）
男性１３６mmHg、
女性１３０mmHg
１６，１０３人

７３．９（１０万人当たり）

男性１３４mmHg、
女性１２９mmHg
１５，０００人

③ 社会生活を営むために必要な機能の
維持・向上

（心の健康、次世代の健康、高齢者の
健康を増進）

○自殺者の減少（23.4%（人口10万人当たり）)
○低出生体重児の割合の減少（9.6％）
○低栄養傾向（BMI20以下）の高齢者の割合の
増加の抑制（17.4％）

１６．８％
９．４％
１７．９％

１９．４％
減少傾向へ
２２％

④ 健康を支え、守るための社会環境の
整備

○健康づくりに関する活動に取り組み自発的
に情報発信を行う企業登録数の増加(420社）

３７５１社 ３０００社

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、
休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康
に関する生活習慣の改善及び社
会環境の改善

○食塩摂取量の減少（10.6g）
○２０～６４歳の日常生活での歩数の増加
（男性 7841歩、女性6883歩）
○週労働時間60時間以上の雇用者の割合の減
少（9.3%（15歳以上））
○生活習慣病のリスクを高める量（１日当たり
純アルコール摂取量男性40g、女性20g以上)
の飲酒者割合の減少（男性15.3%,女性7.5％）
○成人の喫煙率の減少（19.5%）
○８０歳で２０歯以上の歯を有する者の割合の増
加（25%)

９．９グラム
男性７７６９歩、
女性６７７０歩
７．７％

男性１４．６％、
女性９．１％

１８．３％
５１．２％

８グラム
男性９０００歩、
女性８５００歩
５％

男性１３．０％、
女性 ６．４％

１２％
５０％

４



たばこ対策について
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項目 現状 目標

①成人の喫煙率の減少
（喫煙をやめたい人がやめる） 19.6% （H26年）

12% （H34年度）
※現在の成人の喫煙率から禁
煙希望者が禁煙した場合の割
合を減じたものを設定

②未成年の喫煙をなくす

中学１年生 男子 1.2%
女子 0.8%

高校３年生 男子 5.6%
女子 2.5%

0% （H34年度）

③妊娠中の喫煙をなくす 3.8%（H25年） 0%   （H26年）

④受動喫煙の機会を有する
者の割合の減少

行政機関 9.7% （H25年） 0% （H34年度）

医療機関 6.5% （H25年） 0% （H34年度）

職場
65.5% （H25年）
※全面禁煙＋空間分煙をし

ている職場の割合

受動喫煙の無い
職場の実現（H32年）

家庭 9.3% （H25年） 3% （H34年度）

飲食店 46.8% （H25年） 15% （H34年度）

健康日本２１（第二次） タバコに関する目標設定

（H24年）
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喫煙率（２０歳以上）の年次推移

出典：厚生労働省平成15年～28年国民健康・栄養調査
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喫煙率の年次推移（男）

年

喫
煙
率
（％
）

出典：厚生労働省平成18年～平成28年「国民健康・栄養調査」
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喫煙率の年次推移（女）

年

喫
煙
率
（％
）

出典：厚生労働省平成18年～平成28年「国民健康・栄養調査」
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中学生・高校生の喫煙者割合の推移

注 1) 調査年は、1996年（96）、2000年（0）、2004年（4）、2008年（8）、2012年（12）。
2) 月喫煙は調査前30日間に1回でも喫煙した者の割合。

出典：厚生労働科学研究補助金「未成年者の喫煙・飲酒状況に関する実態調査研究」
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受動喫煙防止対策
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１．国及び地方公共団体の責務等

(1) 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努める。

(2) 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を

防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努める。

(3) 国は、受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努める。

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止す
るとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める。

【基本的考え方 第１】「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者が

そのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

【基本的考え方 第２】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外

について、受動喫煙対策を一層徹底する。

【基本的考え方 第３】施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応

じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。

その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

改正の趣旨

改正の概要

健康増進法の一部を改正する法律案 概要
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２．多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止等
(1) 多数の者が利用する施設等の類型に応じ、その利用者に対して、一定の場所以外の場所における喫煙を禁止する。
(2) 都道府県知事（保健所設置市区にあっては、市長又は区長。以下同じ。）は、(1)に違反している者に対して、喫煙の中止等を命ずるこ

とができる。

(3) 旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は、(1)の適用除外とする。
(4) 喫煙をすることができる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならないものとする。
(5) 屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないものとする。

３．施設等の管理権原者等の責務等

(1) 施設等の管理権原者等は、喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備（灰皿等）を設置してはならないものとする。
(2) 都道府県知事は、施設等の管理権原者等が(1)に違反しているとき等は、勧告、命令等を行うことができる。

４．その他
(1) 改正後の健康増進法の規定に違反した者について、所要の罰則規定を設ける。
(2) この法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務従事者の望まない受動喫煙を防止するため、適切な措置をとるよう

努めるものとする。
(3) 法律の施行後５年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基

づいて必要な措置を講ずるものとする。

※１ 屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。
※２ たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するもの。
※３ 一の大規模会社が発行済株式の総数の二分の一以上を有する会社である場合などを除く。
注：喫煙をすることができる場所については、施設等の管理権原者による標識の掲示が必要。
注：公衆喫煙所、たばこ販売店、たばこの対面販売（出張販売によるものを含む。）をしていることなどの一定の条件を満たしたバーやスナック等といった喫煙を主目

的とする施設について、法律上の類型を設ける。

Ａ 学校・病院・児童福祉施設等、行政機関

旅客運送事業自動車・航空機

禁煙

（敷地内禁煙（※１））

Ｂ 上記以外の多数の者が利用する施設、

旅客運送事業船舶・鉄道
原則屋内禁煙

(喫煙専用室（喫煙のみ）内

でのみ喫煙可)
飲食店

【加熱式たばこ（※２）】

原則屋内禁煙

(喫煙室（飲食等も可）内

での喫煙可)

経過措置

既存特定飲食提供施設

（個人又は中小企業（資本金又は出資の総額5000

万円以下（※３））

かつ 客席面積100㎡以下の飲食店）

標識の掲示により喫煙可

2020年４月１日（ただし、１及び２(5)については公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日、２.Ａ二重線部の
施設に関する規定については公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定める日）

施行期日

別に法律で定める日までの間の措置

当分の間の措置

【原則屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合のルール】
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掲示義務掲示義務

○ 施設の類型・場所ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能な場所には掲示を
義務付けること等から、受動喫煙対策法案の対象施設においては「望まない受動喫煙」が生じてしま
うことはなくなる。

○ なお、今般の対策により、WHOによる規制状況の区分は１ランク上がることとなる。

○受動喫煙を生じさせずに
喫煙できる場所が必ずしも
明らかでないため、
・非喫煙者が望まずに
受動喫煙をしてしまう

・喫煙者も、意図せずに
受動喫煙をさせてしまう
ことが生じる。

【現状】

○屋内禁煙 ○喫煙専用室設置（※）
○加熱式たばこ専用の

喫煙室設置（※）

○敷地内禁煙学校・病院・
児童福祉施設等

事
務
所
・飲
食
店
等

or or

※全ての施設で、
喫煙可能部分は
客・従業員ともに
20歳未満は立ち
入れない

２０
UNDER

○屋内禁煙

or

【事務所等】【飲食店のうち新たに開設する又は経営規模の大きい店舗等】

【既存の飲食店のうち経営規模の小さい店舗】

法
施
行
後
、
既
存
の
経
営
規
模
の
小
さ
い
飲
食
店
が
経
営

判
断
に
基
づ
い
て
講
じ
る
受
動
喫
煙
対
策
へ
の
支
援
を
実
施

ま
た
、
新
た
に
開
設
す
る
店
舗
が
段
階
的
に
増
加

【法施行後】

屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、
喫煙場所を設置することができる。

○喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮屋外や家庭等

受動喫煙対策により、現状がどのように変わるのか

掲示義務

○喫煙可能（※）

室外への煙の流出防止措置

喫煙専用室と同等の煙の流出防止措置を講じている場合は、
非喫煙スペースへの20歳未満の立入りは可能。

２０
UNDER

２０
UNDER

２０
UNDER
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①周知啓発
国民や施設の管理権原者などに対し、受動喫煙による健康影響等について、国及び地方自治体がパンフレット資材の作成・配布

等を通じて周知啓発を行う。
②喫煙専用室等の設置に係る予算・税制上の措置

飲食店等における中小企業の事業主等が、受動喫煙対策として一定の基準を満たす喫煙専用室等を整備する際、その
費用について助成を行う。
また、中小企業等が経営改善設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、喫煙専用室に係る器具備品等がそ

の対象となることを明確化する。
③屋外における分煙施設

屋外における受動喫煙対策として、自治体が行う屋外における分煙施設の整備に対し、地方財政措置による支援を行う。

（考えられる協力の例）
○ 事業主団体等を通じた周知
飲食の機会等において患者や妊婦をはじめ受動喫煙を望まない者を喫煙可能な場所に連れて行くことがないようにするため、受動
喫煙を防止する観点からの留意事項をまとめ、事業主団体等を通じて、周知啓発を行う。

○ 民間の飲食店情報サイトへの協力依頼
屋内禁煙、喫煙専用室設置店、既存特定飲食提供施設等の情報を掲載し、飲食店を選択する方に広く周知する。

○ 加熱式たばこの受動喫煙による健康影響等について、科学的知見の蓄積を行う。

国及び地方公共団体の責務について

１．国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための
措置を総合的かつ効果的に推進するよう努める。

２．国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権原者その他の関係者は、
望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的
な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努める。

３．国は、受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努める。
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大企業
（既存）

約１割弱

○ 既存の飲食店（※）のうち経営規模が小さい事業者が運営する
ものについては、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事
業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮
し、一定の猶予措置を講ずる。
※この法律の施行の際現に存する、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営

業が行われる施設

○ その際、特例の対象か否かが変動することがないよう配慮す
ることが必要であることから、「経営規模」については、「売
上げ」ではなく、「資本金」及び「面積」で判断する。

○ 資本金については、中小企業基本法における中小企業（飲食
店）の定義などを踏まえ、「資本金5,000万円以下」を要件と
する。

※ただし、一の大規模会社が発行済株式の総数の二分の一以上を有する会社である場合など

を除く。

○ また、「資本金5,000万円以下」の企業が運営する施設で
あっても、一定の客席面積を有する場合は、一定の経営規模が
あると考えられることから、先行事例となる神奈川県・兵庫県
の条例などを踏まえ、「客席面積１００㎡以下」を要件とす
る。

○ また、「既存の飲食店」について、法施行後に何らかの状況
の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当する
かどうかは、①事業の継続性、②経営主体の同一性、③店舗の
同一性等を踏まえて総合的に判断する。

※1）平成29年度飲食店における受動喫煙防止対策実態調査報告書（東京都）・平成27年度健康資源・環境整備状況調査（愛媛県）・平成26年度受動喫煙防

止対策実態調査（山形県）等の自治体調査、平成26年経済センサス基礎調査、平成23～26年度生活衛生関係営業経営実態調査の回答結果をもとに

仮定をおいて推計。

※2）平成18年事業所・企業統計調査～平成26年経済センサス基礎調査。

※3）経済センサス基礎調査における飲食店（食堂、レストラン、料理店、喫茶店、酒場等）

約８割強

客席面積100㎡以下

受動喫煙対策を実施していない約７割強

中小企業や
個人事業主
（既存）

約９割強

新規店舗

事
業
所
数

売
上
規
模

措置の対象
となる店舗は、
全飲食店の

約５．５割程度と推計

○ 既存特定飲食提供施設（中小企業や個人が運営する
店舗であって、客席面積100㎡以下のもの）として、
措置の対象となる店舗は、最大で飲食店全体の約５．

５割程度と推計（※1）。

○ なお、飲食店のうち、新たに出店した店舗は、２年

間で全体の約２割弱、５年間で約３割強（※2）。

約２割弱

100㎡超

売上規模は、

全飲食店の
約４割程度と推計

（※1）

既存特定飲食提供施設の考え方及び範囲について
＜考え方＞ ＜範囲＞

法
施
行
後
、
新
た
に
開
設
す
る
店
舗
が
段
階
的
に
増
加

既
に
受
動
喫
煙
対
策
（禁
煙
又

は
喫
煙
所
設
置
）を
実
施
し
て
い

る

既
に
受
動
喫
煙
対
策

（禁
煙
又
は
喫
煙
所
設

置
）を
実
施
し
て
い
る

経過措置の対象となりうる飲食店（※3）の割合（推計）
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本法案における義務内容及び義務違反時の対応について

①喫煙禁止場所における喫煙 ③喫煙器具、設備等の設置
④20歳未満の者を喫煙室に
立ち入らせる

②紛らわしい標識の掲示、
標識の汚損等

改善が見られない
場合

都道府県知事等が
「勧告」

改善が見られない場
合

都道府県知事等が
「公表」

改善が見られない
場合

管理権原者等が
喫煙の中止等を求める

都道府県知事等が「指導」

改善が見られない場合
都道府県知事等に通報

都道府県知事等が「命令」

「罰則の適用」（過料）※都道府県知事等が地方裁判所に通知

改善が見られない場合

改善が見られない場合

違反が発覚 ※都道府県等に住民からの相談窓口を設置。

【全ての者】 【管理権原者等】 【管理権原者等】【全ての者】

and/or

○ 本法案においては、以下の義務を課すこととしている。
【全ての者】①喫煙禁止場所における喫煙の禁止、②紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等の禁止

【施設等の管理権原者等】③喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
④喫煙室内へ20歳未満の者を立ち入らせないこと 等

○ 義務に違反する場合については、まずは「指導」を行うことにより対応する。指導に従わない場合等には、義務違反の内容

に応じて勧告・命令等を行い、改善が見られない場合に限って、罰則（過料）を適用する。

※ 違反があった際には、都道府県知事等
の指導によって改善を図る。

（20歳未満の者が受動喫煙をしている場合
に相談窓口で受付け）

＜義務違反時の対応＞
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○ 多数の者が利用する施設等では、施設等の類型・場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特
定を行うこととするが、喫煙可能場所のある施設の従業員の「望まない受動喫煙」を防止
するため、以下の施策を講ずる。

１ 20歳未満の者（従業員含む）の立入禁止

多数の者が利用する施設等の管理権原者等は、20歳未満の者（従業員を含む）を喫煙可
能場所に立ち入らせてはならないこととする。

２ 関係者による受動喫煙防止のための措置

関係者（※）に受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務等を設ける。その上で、
これらの努力義務等に基づく対応の具体例を国のガイドラインにより示して助言指導を行
うとともに、助成金等によりその取組を支援する。

※上記１の施設等の管理権原者等及び事業者その他の関係者

また、従業員の募集を行う者に対しては、どのような受動喫煙対策を講じているかにつ
いて、募集や求人申込みの際に明示する義務を課すこととする。(今回の法律とは別に関係省令等によ

り措置）

（参考） ガイドラインに盛り込む措置の例
① 喫煙室や排気装置の設置などハード面の対策と助成金等利用可能な支援策の概要
② 勤務シフト・店内レイアウト・サービス提供方法の工夫、従業員への受動喫煙防止対策の周知（モデル労働条件通知書等の活用）
などソフト面の対策と相談窓口等利用可能な支援策の概要

③ 従業員の募集や求人申込みの際に受動喫煙対策の内容について明示する等、従業員になろうとする者等の保護のための措置

従業員に対する受動喫煙対策について
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2018年 2019年

夏頃 ９月（ラグビーＷ杯）

2020年

４月 ７月（東京オリパラ）

▲ ▲

予算や税制措置も含めた総合的な取組を進める。

一部施行①（国及び地方公共団体の責務等）
（公布後６ヶ月以内で政令で定める日）

一部施行②（学校・病院・児童福祉施設等、行政機関）
（公布後１年６ヶ月以内で政令で定める日）

全面施行(上記以外の施設等)
2020年４月１日

事前周知

必要に応じて、喫煙専用室の工事等の準備

○ 施設等の類型・場所に応じ、施行に必要な準備期間を考慮して、2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピックまでに段階的に施行する。

施行スケジュールについて
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ご静聴ありがとうございました。
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